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現行 改正案 

 

２－１ 適正な保険募集体制の確立 

 

（１） 生命保険募集人の採用・委託 

①  (略)   

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  法人等に対し、登録を行わずに代理店委託を行う等により、法令等

を潛脱する行為を排除する措置が講じられているか。また、その措置

は実行されているか。例えば、法人等に対して、紹介代理店委託を行う

等により紹介料等の名目で対価性のない金銭の支払いその他の便宜

供与を行なっていないか。  

 

２－１ 適正な保険募集体制の確立 

 

（１）生命保険募集人の採用・委託・登録 

① (略) 

② 以下のいずれかの業務を行う者は、法第 276 条に規定する生命

保険募集人の登録を行っているか。 

イ 保険契約の締結の勧誘 

ロ 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明 

ハ 保険契約の申込の受領 

二 その他の保険契約の締結の代理又は媒介 

 （注）登録の要否については、一連の行為の中で当該行為の位置

付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例えば、

次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録は不要であ

ると考えられる。 

  a 保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる

配布 

  b コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受

付や事務手続き等についての説明 

  c 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、

活用法等についての説明 

 

③ 法人等に対し、登録を行わずに代理店委託を行う等により、法令

等を潛脱する行為を排除する措置が講じられているか。また、その

措置は実行されているか。例えば、法人等に対して、紹介代理店委

託を行う等により紹介料等の名目で対価性のない金銭の支払いそ

の他の便宜供与を行なっていないか。  
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３－１－１ 適正な保険募集体制の確立 

  

(1) 損害保険募集人の採用・委託 
 

①  (略)  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  損害保険代理店の委託に当たって、保険募集に関する法令や保険

契約に関する知識、保険募集の業務遂行能力、本来業務の事業内

容、事業目的等が審査されているか。  

  

 

３－１－１ 適正な保険募集体制の確立 

 

（１） 損害保険募集人の採用・委託・登録（届出） 

 

① (略) 

② 以下のいずれかの業務を行う者は、法第 276 条に規定する損害保

険代理店の登録及び法第 302 条に規定する届出を行っているか。 

  イ 保険契約の締結の勧誘 

  ロ 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明 

  ハ 保険契約の申込の受領 

  二 その他の保険契約の締結の代理又は媒介 

 （注）登録・届出の要否については、一連の行為の中で当該行為の

位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例え

ば、次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録・届出

は不要であると考えられる。 

  a 保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる

配布 

  b コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受

付や事務手続き等についての説明 

  c 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、

活用法等についての説明 

 

③ 損害保険代理店の委託に当たって、保険募集に関する法令や保

険契約に関する知識、保険募集の業務遂行能力、本来業務の事業

内容、事業目的等が審査されているか。 




